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農業共同利用財の費用負担問題

ーゲーム理論による conflictresolution一

慶政幸生・高嶋正彦
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1.序

政策の実施における，一般政府の経済活動(純粋な政府活動)は純公共財

であり，公企業の経済活動(政府の企業活動)1)は準公共財に近いサーピス

の提供である。農業政策についても同様で、あることは言うまでもない。

農業において，純公共財は政府によってしか与えられないが，準公共財は

政府による以外に多数存在している。それは，いくつかの主体が集まり共同

事業(共同行為)を行なう場合であり， Buchanan [1 Jによって提示され

たクラブ財の概念に該当する。主体としては，農家，農協，市町村等であり，

共同利用財として，農業機械共同利用，カントリー・エレベータ，貯蔵施設，

農業用水路，土地改良等数多く掲げることができ，農協の活動もこの財に含

めることができる2)。さらに，農業政策も多くは個々の農家を対象にするの

ではなく，集合的な組織(例えば，農業構造改善事業計画地区，広域営農団地，

土地改良区等)を対象に行なわれている。

1 )古田 [3)pp 3ー 7

2 )準公共財の概念による農協機能の解釈は，朽木(7). (8). [9)によって為されて

いる。
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共同事業が準公共財の性質を持つのは，純公共財を特徴付ける，非排除性，

非競合性，非選択性が十分に働かず，また，私的財としての価格メカニズム

が働かないことによる。したがって，共同事業を為す場合，集合的行動の意

思決定に際して，次のような特有の問題が生じる。

1 )集団の規模をどう決定するか

2 )準公共財をどれだけ生産するか

3 )その費用をどのように賄うか

4 )その便益をどのように分配するか

非市場メカニズムの下では，これらの意思決定は交渉を通じて行なわれる。

特に，集団を形成する各主体は. 3). 4)を巡って顕在的にも潜在的にも

conflictに直面すると考えられる。このような conflictを解消するために，

あるいは conflictが避け得ないとするならば.conflictを最小に抑える，す

なわち，同意費用(agreement cost )を最小にする行動が必要となる。よっ

て，集団をとりまとめる当事者，あるいは第 3者的カウンセラーが最適とな

る費用負担，便議の分配を提示することが望まれる。多くの農業政策の実施

が集合的組織を対象としている現状においては，政策を円滑に進めるために

も，意思決定がスムーズに行くように，政府，あるいは地方公共団体がこの

第3者的役割を果たす必要があろう。

しかしながら，これまで，農業において様々な共同事業が行なわれている

にもかかわらず，その経済学的性質は十分に明らかにされてはいない。さら

に，集団的意思決定過程を明示的に取り扱い，その最適決定メカニズムまで

踏み込んだ分析は，まだ十分に行なわれているとは思われない。

そこで，本稿では，共同事業を準公共財として捉え，公共経済学の観点から，

その性質を明らかにし，集団的意思決定として主に，費用負担問題を取り上

げ.conflictを避け，安定的で公平な費用負担の決定方法を明示することを

目的として研究を行った。その手順は，まず. IIにおいて，共同事業の準公

共財的性質を明らかにし，意思決定過程を協力ゲーム理論を導入することに

よって定式化し，ゲーム値が公平な便益配分，費用負担になることを示す。

そして，田において，適用例として，農協閣の共同事業を取り上げ，ゲーム

値を求め，考察を加えた。

尚，以下，共同事業は，すべてクラブ，共同事業行為をクラブ財3) 参加
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主体をメンバーとして表わす。

n.理論と方法

1.クラブ財の性質とモデル化

Buchananのクラブ理論を援用することによって準公共財の性質を明らか

にするとともに，集合的組織の意思決定問題 1).2).3).4)について

言及する。

公共財は. i)非排除性. ii)非競合性. iii)非選択性によって特徴付け

られる。すなわち純公共財はそのすべての性質を持っており，純私的財は，

そのすべて持っていない。それでは，クラブ財はどうであろうか。

非排除性は，提供される財・サービスの享受から特定の消費主体を排除で

きない性質で，非競合性は，ある財・サーピスを特定の主体の消費が他の主

体の消費を減じず，競合しない性質であり，非選択性はある財・サーピスが

提供されると，その財について自由な選択がなく必ず受け取らなければなら

ない性質である。

クラブのメンバーは，クラブからの財・サービスを誰でも受けることがで

き，メンバーを排除することはできない。また，財・サービスは，各メンバ一

間で競合が生じない量に設定されており，必ずそれを受けとる。もし，そう

でなければ，クラブに参加せず，メンバーとはなっていない。クラブへの参

加は 3つの性質を受けるために行なわれる。但し，新しいメンバーの加入

によって，既存のクラフゃに，競合が起こり，混雑が発生する可能性はあり，

排除性も生じ得る。また，クラフが多数の財・サーピスを提供していると選

択性がある。

以上から，クラブ財は，クラブ内においては純公共財なのである。準公共

財として捉えられるのは. Buchananの分類基準による相互関係グループの

大きさが小さいためと，排除性がクラブ外に対して働いているためである。

1 )の問題に関して，クラブの規模は知何に決定されるであろうか，

Buchananによれば，一人当り純便益が最大となるメンバー数で決定される。

3 )朽木 (8)は.r準集合的消費財」を「クラブ財J.r準集合的生産財」を「プラント・
フ，'-)レ財jに区別しているが，本稿では，区別せず，準公共財をすべて「クラブ財j

とよぶ。

3 
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T*を最適メンバー数， Nを潜在的メンバー数， B(T)をTメンバーによる

純便益とすると

T本=max B(T)/T 
T<;;N 

しかしながら，現実には，クラブの規模は，地理的同一性，生産物，生産

要素の同一性によって規定され，さらに，補助金，融資の対象範囲によって

も規定されるであろう。

クラブの規模が決定されると，メンバー聞による集団的意思決定によって，

Iで述べた 2)，3)， 4)の決定が為される。ここでは， 3)の費用負担問

題について，クラブ理論によってどのようなモデルが導かれるかを考察す

る4)。

クラブ財は，クラブ内では純公共財であるので，クラブ財の費用は，クラ

ブのメンバーによって賄われる。国，あるいは地方公共団体等の外部から補

助が行なわれる場合，自己負担分を賄う。クラブ財として，共同利用財を考

えるとする。費用は，建設費用と維持費用であって，その費用は，共通費用

( common cost )と分割可能費用(separable cost )に分けることができる。

分割可能費用は各メンバーへの帰属が明確な費用で負担に関して問題はない

が，帰属が不明確な共通費用を各メンバーにどのように負担させるかが問題

である。

π人の潜在的メンバーの集合を， N = 11，…， nlとして， Sを Nの部

分集合とする。 π(S)をSによる便益とすると，次の双対な線型計画を得るo

(1) (ll) 

max :E 7r(S)xs 
S<;;N 

s. t :Exs 三五l， iεN 
sEi 

Xs主主0，SCN 

min :EUi 
iEN 

s. t :E Ui註π(S)，SCN
iES 

Ui孟0，i εN 

XsはSのクラブが成立する場合しそうでない場合Oの2n次元ベクトル

で，Uiはメンバの利得(pay-off )ベクトルである。(1)は，メンバー

が多くとも 1つのクラブに参加するという制約のもとで，便益を最大にする

クラブを選ぶプログラムであって， (ll)は，クラブSの形成によって得ら

4 ) Littlechild (ll)による。

4 
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れる便益より Sのメンバーが受け取る利得の合計が多いという制約のもとで

利得の合計を最小にするプログラムである。

Tt， Ci， !i'をそれぞれメンバー iの便益，分割可能費用，共通費用の負担

料(fixed charge )， G( S)をSの共通費用の関数とすると，

π(S) = I; r， -I;C，-G(S) (1) 
tEs iEs 

u， = r，一(C，+ 111 (2) 

(1)， (2)を (n)に代入すると

( n') 

max I;f， 
'EN 

s. t I;1，三五G(S)， S CN (3) 
'ES 

f，~五 ri-C ， iEN (4) 

を得る。 (3)の制約は，負担料1，を取り過ぎないこと， (4)の制約は，1its支払
い意思の範囲内であることを示し，これらの制約のもとで，1，の総額を最大
にするプログラムである。(n ')を満すfは許容的であるとされ，効率的な
負担料となっている。

上記のモデルにおいては， (1)で，規模が決定され，双対問題として(II ，) 

で，共通費用の負担分が決定される。しかも，fは，次の(1)bで述べる core

に含まれることが証明されており，望ましい費用負担となる。しかしながら，

(n' )の線型計画は，実行可能ではあるが 1つの解を求めることができ

ない5)。よって，このモデルでは，各メンバーへの最適な費用負担を決定す

ることが:できないのである。

2. Conflict resolutionとしての協力ゲーム

クラブのメンバーが確定すると，クラブの規模が決定され，クラブ財の供

給量が決定される。クラブ財を共同利用財とすると，共同利用財の大きさが

決まることになり，この段階で総費用が判明し，各メンバーへの費用負担が

次に決定される。この費用負担に関して conflictが生じる。それは，各メン

ノ〈ーは費用の減少，利益の増大を求めてクラブに参加するために，帰属が明

瞭でない部分が生じるためである。特に，規模の経済が存在する場合には，

メンバー数が増大することによって協力の有利性があり，その有利性の帰属

5 )目的関数の最大が制約条件(3)の等号に一致するため。
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をめぐって，各メンバ一間に交渉や取り引きが行なわれると考えられる。

以下，クラブ及びクラブ財の費用負担の conflictを協力ゲームとして定式

化し， conflictを避けうる，あるいは最小にする公平な費用負担がゲーム値

によってどのようにして求まるかを考察する。

(1) 協力ゲーム

a 特性関数

クラブのメンバー全体の集合を N= {1，…， n ¥で表わし， Nの任意の

部分集合Sを提携(coali tion )という。提携 Sに対して実数値 v(S)を対

応させる関数を特性関数(characteristic function )とよび，v(S)の値を

提携値(coalition value )とよぷ。提携値 v(S)は， Sのみの行動によって

獲得できる利得あるいは，実現値の評価値を表わす。

現実には， Nの部分集合すべてについて提携が可能だとは限らず，物理的，

制度的に可能な提携のみが潜在的，顕在的に形成される。これを許容提携と

よび，以下，提携とは許容提携を示し， Nとv(・)から成る協力ゲームをゲー

ム (N，v)と表わす。

特性関数型ゲームは，全体集合 Nによる利得 v(N)を各メンバーに知何

に分配するかを考え，各メンバーへの分配を利得ベクトルX=(Xb……，Xn) 

で表わす。不IJ得ベクトルZは，各メンバ一間で自由に授受され，制限なく分

割可能であると仮定される。このような利得を手付(sidepayment )といい，

手付を前提としたゲームを別払いのあるゲーム，譲渡可能効用を持つゲーム

という。但し，常にv(世)=0と規定する。

b core 

ゲーム (N，v)において，次の 2つの条件を満たす利得ベクトル Zを配

分(imputation )という

xl~v({iO viEN (5) 

E Zt=u(N)(6)  

(5)は，各メンバーが受け取る利得は，‘単独で行動した場合以上でなければ

ならないこと(個人合理性)を， (2)は，全体Nによる提携値はすべて分配

されなければならないこと(全体合理性)を示している。利得分配が各メン

バーに受け入れられるためには，配分であることが必要である。しかし，利

得分配が配分であっても安定的でない。配分の集合のうち，次の条件を満た

6 
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す配分を coreとよぷ。

忍X(訂 (S) vSCN (7) 

(7)は，任意の提携Sの構成メンバーへの利得分配の総和がSの提携値以

上でなければならないこと(提携合理性)を示している。

利得分配ベクトルZがcoreであれば， N内のいかなる提携も生じる誘因

がなく，分裂行動がおきず，利得分配を変更する誘因も生じないため安定性

を持っている。一般に， coreは多く配分からなり，多数存在するが，常に存

在するとは限らない。 coreのこのような性質は，パレート最適性に相当す

ることカfわかる。

ゲーム (N，v)において，限界提携値が常に非減少のゲーム(convex 

game) 

v(TUli!J-v(T)孟v(SUliO-v(S) vTCS 

平均提携値が常に非減少のゲーム

v(T) ~ v(S) ~ .--v(N) 
Tf了量百了主・..・・き7百「

但し， ISIはSのメンバー数を示す

TCSCN 

においては， cor巴が常に存在することが知られている。これは規模の経済

が在ることを示しており，クラブ財が規模の経済性を持てば，利得分配にお

いて coreに含まれる安定的な配分を求めることができる。

c ゲームの定式化

各メンパーへの費用負担の決定を特性関数ゲームとして表現する。

C(S)を提携Sによるクラブ財の総費用とする(分割可能費用を無視でき

るならば，共通費用)。提携Sの純便益を π(S)とすると，

π(S) = .E Ti-C(S) vSC;;N (8) 
IES 

v(S)を特性関数として

v(S) =π(S)-.E π(liI) 
IEs 

= .ECUiD-C(S) (9) 

と定義する。この提携値は，単独行動に対し提携Sでクラブ財を提供する場

合の純便益の増加分である。いわば，共同による便益であり，この費用の減

少分を「財政余剰」とよぷ。クラブは N全体で行なわれているので，

v(N) = .EC(lill-C(N) 
(EN 

7 
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の「財政余剰」が生み出される。この「財政余剰」を各メンバーに分配し，

先に示したように利得分配ベクトルを X=(Xh …， Xn)とすると，当然
v(N) = L:めである。

4εN 

各メンバーは，分配を受け取り，単独行動による費用から利得配分を控除

することによって各メンバーの費用負担が決定される。メンバの費用負

担をふとすると

qt= C(liI)-Xt (10) 

で示される。

L: qt = L: C(lil)-L:Xt = C(N) 
tEN tEN tEN 

となり，費用はすべて負担される6)。費用負担は利得分配ベクトルzによっ

て決まるため，この Zについて conflictが発生する。

(2) 公平な賞用負担としてのゲーム値

a Nucleolus7) 

ある利得分配ベクトル xが提示されると Nの各メンバーあるいは，メ

ンバー聞の提携Sは，各自単独で行動した場合に得られる提携値 V(S)と

与えられた利得分配を比較するであるろう。すなわち

e(x， S) = v(S)-L:Xt SCN 
tEs 

日1)

の不満を持っと考えられる。 e(x，S) f， 0の場合を余剰とよぷ。提携 Sは，

不満 e(x，S)をもとにして交渉に入り，自己の利得分配が最も有利となる

ように，つまり，不満を小さくするように(余剰を最大にするように)行動

するが，クラブ自体が不成立にならないようなある分配で妥協しようとする

であろう。従って，妥協するような利得分配が示されれば，3(渉による同意

費用は最小で済まされることになる。

それでは，そのような妥協的な利得分配は，どのように決定されるであろ

うか，クラブ Nを維持するためには， (11)で示される不満はできるだけ小さ

い方が望ましい。従って，すべての許容提携の持つ不満について小さくする

ような利得分配が最も望ましいが，それは不可能である。そこで，不満のう

ち最大なものを最小にするような利得分配が妥協する利得分配として選ばれ

6 )分割可能費用がある場合は，q;=q;+ C; (分割可能費用)

7 ) Nucleolusの詳細については，鈴木 (17)pp238-243，鈴木・中村(18)pp73-89を

参照にされたい。

8 
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ると考えられる。このような最大不満を最小化する利得分配は Nucleolus

(仁)とよばれ，次のように定式化される。

利得分配分配ベクトルxが与えられたとき，すべての許容提携 S(VSCN)

について不満 e(x，S)を大きい1/，民に並べたベクトルを θ(x)とする。

。(X)= (θl(X)， 82(x)， . . . .，仙))
8t(x) = v(St)-.ExJ 

JES 

θl(X)主主 82(x)孟・・・・・ミ 8m(x)

m:許容提携の数

二つの利得分配ベクトル ZとUが与えられたとき， θ(xlと{}( y lを辞書

的順序で比較していき，最初に異なった成分がθs(X )， {} s( y)であって，

8s(x)<θs( y)であれば，ニr:>yと記し，不満の小さい Zが Uより受容的

であるという。

N ucleolus (X)とは，ゲーム (N，v) において利得分配ベクトルZ以外

のすべての分配ベクトル Uに対して， x>y ( v y)となる利得分配ベクト

ルである8)。

Nucleousは，すべての提携の不満に対し，不満を均衡させ，均衡しない

不満については，最大不満を最小化させる。

l(x， S) = v(S)-.Ex五ε VSCN
tεs 

を満たす利得分配ベクトルを ε一coreといい， εは最小化になった不満を

示している。 E三五 Oであれば， coreとなり， Nucleousはcoreが存在すれば，

8 ) Nucleolusは次の線型計画を繰り返して解くことによって求めることができる。(林

( 5 J，中村・中山(15Jpp168ー 170)
(i) min λ 

s. t. [v(S)-L:; x，~^ SキN 's 
'ES 

v(N)-L:;x，=O 
tεN 

x，~O viEN 
(ii) (i)の最適解をんとすると，んは，最大不満の最小値であり，不満んを示す提

携の集合を φlとして，次の線型計画を解く。
min ^ 
s.t.[ v(S)-L:;x，=λ'Sε 'A 

'ES 

官(S)-L:; x，~玉^ Stl'!t， 
4εs 

v(N)-L:;x，=O 
tεN 

x，主主o viεN 
(iii) (ij)の最適解をんとすると，同様に， Xjが決定されるまで繰り返す。

9 
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coreに含まれるとことが容易にわかる。また. Nucl巴olusは，常に存在し

一意に定まる9)。最大不満の最小化(最小余剰の最大化)の論理は.Rowls 

の公正原理「社会の最も不利な立場におかれた人の可能性を最大にする」に

相当し.Nucleolusによる配分は. I公正な配分」と考えることができる。

b D-Nucleolus10) 

Nucleolusは最大不満を最小化にする論理から導かれる利得ベクトルで

あったが，ここでは，分裂行動を最小にするような利得分配を考える。利得

分配ベクトルxが与えられると，任意の提携Sが分裂行動を行なう誘因の

強さは，次の d(x.S) で示すことができる。(propensity to disruption ) 

z xl-v(N-S) 
d(x. S) =町三 一

IES 

この指数は，全体 Nから Sが単独で行動を行った場合の Sの損失に対す

る.Sが抜けたことによる.Nの残された N-Sの提携への損失を表わす。

d(x. S)が大きい程. Sが与える影響が大きく. Sはこの潜在的な威嚇力

を持って交渉に臨むと考えられる。不満と同様にこの指数は小さい方が望ま

しいが，すべての提携について小さくすることはできない。そこで

Nucleolusの考え方と同じく最大の分裂誘因を最小化する分配を求めること

ができる。この利得分配ベクトルを DisruptionN ucleol usとよぶ(以下，

D-Nucleolusと表わす)。

D-N ucleolusの定式化は. Nucleolusにおける e(x.S) を d(x.S) と

置き換えることによって得られる。利得分配ベクトルの求め方も同様であり

一意に定まる。しかしながら，その存在は，狭義の core((3)において，等

号が成立しない)が存在する場合に限り確認されている。よって，狭義の

coreが確認されて求めることができる。

c. Shapley値11)

クラブのメンバーは，ゲームに参加することによって，つまり，クラブ N.

あるいは提携Sを形成することによって，ゲームに対して貢献していると考

え，ゲームへの貢献度に応じて利得の分配を受け取ろうとすることがある。

9 )証明については，鈴木・中村(16)pp151-157o 
10)詳しくは， Gately (4)， Littlechild and Vaidya (14)を参照のこと。

11)詳細は，鈴木(17)pp204-215，鈴木・中村(18)pp122ー 126を参照のこと。

10 
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Shapley値は，このような事前の利得評価額を表わし，利得分配ベクトルは，

次のように与えられる。

ーや (ISI-1)!(INI-ISI)r..1...¥_ ..11:'_ 1;1¥1 や一一一一 ~I;~!~'.I 1'-'11. 1 v(S)-v(S-lilll 1c'N I N I L V \~ I V \~ '""  J 

但し IS Iは提携Sのメンバー数

IN Iはクラブ全体のメンバー数

(12) 

自のに示される， Shapley値は，メンバー全員INIを1列に並べる方法は INll

通り，提携 Sを固定すると， 1 S 1 - I ifは(lsl-l)l(INI-ISI)

!通りあり ，1が最後に参加して提携Sが成立する確立は， ( I S 1-1 ) 1 ( I 

N 1 - I S I ) 1/ I N I !で，メンバ-tのSへの貢献度は v(S)-v(S-li!) 

である。この貢献度をすべての場合について平均したものである。

Shapley値は，一意に定まり，配分であることが示されている。

以上， flJ得分配ベクトルを一意に決定する協力ゲーム値を 3つ述べた。 (10)

式を用いることによって，それぞれの考え方による費用負担を求めることが

できる。前 2者は，交渉の論理の帰結による分配の決定であり，後者は，む

しろ，貢献主義に基づく分配の決定である o

利得分配ベクトルが， coreを持てば，安定性を持ちクラブ Nは安定的で

あるが，一意に決定されるとは限らない。そこで，上記のゲーム値によって，

coreの中から一意の利得分配ベクトルを求めることができ，それぞれ，公

平な利得ベクトルであり，公平な費用負担を決定することができる。このこ

とは，パレート最適の集合から価値判断によって一点を選び出すことに相当

している。また， coreが空であっても， Nuc1eolus， Shapley値は求めるこ

とができ coreの意味で安定的ではないが，クラブNの決裂を避け得る利

得配分，費用負担を決定することができる。

m.農業共同利用施設への適用
II (2)で記した，ゲーム値による公平な費用負担の決定のアプローチを適用

し，農業共同利用施設の費用負担がどのように定まるかを考察する。例とし

て，北海道の K広域農協連の玉葱貯蔵庫の建設費用を取り上げる。

新興の玉葱産地である K地域は，従来，貯蔵施設の不足のため，出荷が

11 
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短期間に集中することがネックであった。このネックを解消し出荷調整を図

るため，貯蔵，選別施設の建設，利用を目的として，K地域の 5市町村 8

農協の参加による K広域農協連を設立した。 K広域農協連の玉葱貯蔵施設

について，その建設費用を各農協にどのように負担させるかを 8メンバーに

よる費用負担ゲームとして定式化する。(現実には，すでに貯蔵庫は建設され，

負担されているが，現時点で建設すると想定する。)

次のようにゲームの定式化を行った。

貯蔵庫の規模は，各農協が広域農協連に委託する計画数量によって定まる

(表一 1)08農協による，全体提携N=(A，…， H)の部分集合による
提携Sのすべての提携数は，各農協が単独行動を行った場合を含めると，

t】sCi=256通りとなるが，地理的条件，制度的条件を考え，次の 3つのケー
スの許容提携を想定する。なお，K広域農協連の地理的関係を図-1に掲げ

た。

l.隣り合っていない農協は直接に提携できない。(例えば，AとDは，

Cを介さない限り提携はできない。)許容提携数は84通り。

2. 1の条件に加え，F農協が提携に参加する場合以外は，各農協は提携

しない。これは，K地域の玉葱産地形成が，F農協を中心に行なわれ，Fプ

ランドを確立しており， {也の農協の広域連への参加の目的の 1つがこのプラ

ンドを得ることにあったという事実を反映させるためである。許容提携数は

表一 K広域農協連計画貯蔵量

¥¥  貯蔵量 (t) (%) 

A 1，046 3.1 

B 1，410 4.3 

C 1，702 5.1 

D 5，542 16.7 

E 8，880 26.7 

F 6，578 19.9 

G 3，100 9.4 

H 4，803 14.5 

言十 33，060 100.0 

資料:昭和57年度K広域農協連事業報告書

12 
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C ーー:行政区域

図ー 1 K広域農協連の位置概略

46通り。

3. 1の条件に加えて，各農協は単独では市町村の範囲を越えて提携はで

きないものとする。(例えば，AはCと提携をしようとすれば，必ず Bと提

廃した後に行なわなければならない)，許容提銃数は28通り。

次に，費用 C(S)の推定であるが，玉葱貯蔵量に対する貯蔵庫の建設費

用についてのデータが，ほとんど得ることができなかったので，費用関数は，

Cを建設費 yを貯蔵量として，

c=αYβ 仰)

を用い，a=3.0， s=l.Olと0.95の2通りのパラメータを想定した12)。

また，貯蔵庫の規模の上限を7，000tとして， 7，000 tを越える貯蔵を行な

う場合は別棟を建設するとし，提携を行なう場合は，建設費用のMの補助が

12) K地域及び I地域の玉葱貯蔵庫の規模，建設費用は次の通りである。

t当り費用より，両地域の玉葱貯蔵庫とも，規模の経済が働いていない。また，地域

間の格差は建築構造の違いと考えられる。ここで，K地域については， α=3.0，1 

地域については， α=2.6として(J司式をあてはめると s=1. 01となる。このs=1. 01 

を現実に近い値として採用し，s =0. 95を規模の経済が働く場合として採用した。

13 
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支給されるとした。

上記の仮定のもとに，許容提携すべてについて，ケースことに， (J3)式によ

り費用を算出した後， (9)式により「財政余剰」を，手Ij得分配ベクトルを

Nucleolus， D-Nucleolusにより求め， (10)式により各費用負担を算出した。

その結果を，許容提携のケース別に，表-2 -4に示す。但し， D-

Nucleolusについては，狭義の coreがケース 2の戸 =0.95の場合しか存在

せず，このケースのみ算出した。

各ケースの利得分配，費用負担について検討すると，ケース 3については，

提携条件を市町村枠に限定しているために，A， B及びE，F， Gは，それ

表-2 Nucleolusによる「財政余剰」の分配、費用負担(ケース 1):C=84

(万円)

k 
β=1.01 β=0.95 

利得分配 (%) 費用負担 (%) 利得分配 (%) 費用負担 (%) 

A 1，655 3.1 1，709 3.2 1，111 3.3 1，106 3.5 

B 2，241 4.2 2，308 4.3 1，606 4.8 1，338 4.2 

C 2，715 5.1 2，785 5.1 1，891 5.7 1，629 5.1 

D 9，043 16.8 9，076 16.8 5，424 16.3 5，379 16.8 

E 14，477 27.0 14，549 26.9 8，822 26.5 8，536 26.7 

F 10，774 20.1 10，773 19.9 6，380 19.2 6，335 19.8 

G 5，000 9.3 5，079 9.4 3，274 9.8 2，948 9.2 

H 7，809 14.5 7，875 14.5 4，769 14.3 4，663 14.6 

表-3 Nucleolus， D-Nucleolus による「財政余剰」の分配，費用負担(ケース2): C =46 
(万円)

β=1.01 β=0.95 β=0.95 (O-Nucleolus) 

利得分配 (%) 費用負担 (%) 利得分配 (%) 費用負担 (%) 利得分配 (%) 費用負frJ.1 (%) 

A 。 。3，364 6.2 617 1.9 1，600 5.0 272 0.8 1，960 6.1 

B 。 。4，548 8.4 617 1.9 2，327 7目3 338 1.0 2.606 8.2 

C 。 。5，500 10. Z 617 1.9 2，903 9.1 4ω 1.2 3，120 9.8 
D 。 。18，119 33.5 617 1.9 10，186 31. 9 1，127 3.4 9，676 30.3 
E 。 。29，026 53.6 617 1.9 16，714 52.4 1. 844 5.5 15，515 48.6 
F 53，713 100 -32，687 60.4 28，958 87.0 -16，243 -50.9 27，634 83.0 -14，919 -46.7 

G 。 。10，079 18.6 617 1.9 5，605 17.6 683 2.1 5，539 17.4 

H 。 。15，684 29.0 617 1.9 8，814 27.6 994 3.0 8，437 26.4 

14 
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表-4 Nucleolusによる「財政余剰」の分配，費用負担(ケース 3): C=28 

(万円)

(¥ β=1.01 β=0.95 

キ1]得分配 (%) 費用負担 (%) キ1]得分配 (%) 費用負f旦 (%) 

A 
7.3 4，012 7.4 

B 
8.4 2，368 7.4 

C 2， 724 5.1 2，776 5.1 1，896 5.7 1，624 5.1 

'D 9，025 16.8 9，094 16.8 5，406 16.3 5，397 16.9 

E 14，487 27.0 14，539 27.0 

F 10，561 20.0 10，986 20.3 55.3 17，881 56.0 

G 5，217 9.7 4，862 9.0 

H 7，799 14.5 7，885 14.6 4，768 14.3 4，663 14.6 
」一

ぞれ単独行動が制限されている。その影響は，利得分配にも表われ，戸=

1. 01のB，s =0. 95のB，E， Gの利得分配が，それぞれ A及び Fの利得

分配に含まれる結果となった。それは，あたかも A，B及びE，F， Gが(A， 

B)と (E，F， G)の2つのメンバーとして行動しているように配分され

ていて，A， B及びE，F， Gは，それぞれ単独では，交渉力を発揮できな

いことを示している。これを，ケース 1の利得分配と比べると， C， D， H 

については，ほとんど同じであり，ケース 1のA，Bの合計及び E，F， G 

の合計はケース 3のそれとほとんど同じとなっていることがわかる。このこ

とは，ケース 3について (A，B)， (E， F， G)をそれぞれ 1つのメンバー

とした 5メンバーゲームと考えると，ケース 1で設定した提携構造とほぼ同

じ構造を持っていることから，このような結果が生じている。

さらに，各農協が委託する貯蔵量の比率に費用負担率がほとんど一致して

いる。これは，費用関数が規模に関して，ほとんど一定であること，また，

提携構造がかなり自由であることから生じたと考えられる。

次に，ケース 2の結果であるが，この結果は， f也の 2つのケースに比べ非

常に特徴的である。規模の経済が働かない場合， Fにすべての利得が配分さ

れ，規模の経済が働く場合にも，ほとんどすべての利得が Fに帰属してし

まう。これは，すべての提携は， Fが参加しないと成立せず， Fによって，

提携構造が規定されるためであり，このことによって， Fが非常に大きな交

渉力を持っていることによる。 Fは，大きな譲渡を受けており，一方， F以

1う
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外の農協は，単独で貯蔵庫を建設する場合の費用とほとんど同じ負担額と

なっている。これは，ケース 2の設定で述べたように.Fへの他の農協によ

るブランド使用料の支払い，あるいは.Fが提携に参加することによる心理

的効果への支払いと捉えることもできる。

また，ケース 3とケース 2のs=0.95については. C0Leが存在している
ことが確められた。よって，ケース 2のβ=0.95の費用負担は cor巴の意

味で安定的であり. Nucleolus. D.Nucleolusの意味で公正である o s = 

1. 01については，いずれのケースも coreが存在しない。

このように，各費用負担は，費用関数と提携構造によって規定され，特に，

提携構造によって大きく影響を受ける。例えば，実際の費用負担が貯蔵量に

基づいて行なわれているとすれば，提携構造がケース 1であれば，非常に公

平な負担であるが，ケース 2の提携構造であれば.Fは，大きな不満を持っ

ていて共同事業自体が成立しない可能性がある。この場合.Fは，提携から

手を引くことを他の農協に威嚇しながら交渉を継続すると考えられる。

N.結び

本稿では，従来，十分に明らかにされていなかった，様々な共同事業を公

共経済学の観点から準公共財として捉え，その性質を明らかにした。クラブ

財は，クラブ内では，純公共財であり，クラブ外に対し準公共財である。ク

ラブの意思決定は集団的意思決定であり 4つの意思決定が行なわれるとし

た。特に，各メンバーの費用負担についての意思決定に際し.conflictの発

生を抑え，交渉が円滑に行なわれるような費用負担の提示について，協力ゲー

ムの理論により，交渉を定式化し，そのゲーム値によって，安定的で公平な

費用負担が行なえることを示した後，農業の共同利用施設の 1つである K

広域農協連玉葱貯蔵庫を対象にして，ケーススタディを行なった。その結果，

費用負担は，費用構造，提携構造によって規定されることが判明した。

ゲーム値を求める際には，潜在的な提携をすべて考慮に入れなければなら

ない。メンバー数が増えるに従って，提携数は飛躍的に増大するために，多

数のメンバーが存在する共同利用事業の場合，ゲーム値を求めるが困難とな

る。この困難性は，許容提携の設定の仕方，あるいは，特性関数が特別な性

質を持つ場合13)には，回避することができる。よって，適用に当たっては，

16 
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費用構造，提携構造を十分に把握する必要がある。また，正確な把握によって，

より公平で安定的な費用負担を提示することができる。

以上，述べたように，ゲーム値による費用負担額の決定は，集団的意思決

定の conflictを避けるために有効であり，農業政策を施行する上でも有意義

であると考えられる。
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